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Ⅰ 調査の概要 

 

１． 調査の目的 

 全国健康保険協会管掌健康保険（法第 3 条第 2 項被保険者を除く。）の出産手当金の受給者の状況を

調査し、事業運営のために必要な基礎資料を得ることを目的としている。 

 

 

２． 調査の対象 

 令和５年 10 月の出産手当金受給者全員を調査対象としている。 

 

 

３． 調査事項 

 受給者の年齢、標準報酬月額、支給日数、支給金額、支給回数及び事業所の状況。 
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Ⅱ 調査結果の概要 

 

 調査対象件数は 18,441 件である。協会けんぽ月報の出産手当金実績件数との差があるが、これは集

計時点の違いによるものである。 

 

１． 年齢階級別の支給状況 

 年齢階級別に支給件数の構成割合をみると、令和５年度において 30～34 歳が 37.37％で最も高く、

次いで 25～29 歳（28.91％）が高く、20 代後半から 30 代で件数割合の約 9 割を占めている。（表１） 

 

 出産手当金の支給件数の年齢階級別構成割合を被保険者（女性）の年齢階級別構成割合と比較したも

のが図１である。20 代後半から 30 代までは被保険者（女性）の構成割合に比べ、出産手当金の構成割

合が高くなっている。 

 

（単位：％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

総　　数 100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    

15～19歳 0.21      0.20      0.17      0.15      0.09      0.10      0.09      

20～24歳 7.45      7.05      6.90      6.98      5.97      5.55      5.57      

25～29歳 26.83     27.80     27.57     28.10     28.49     29.30     28.91     

30～34歳 36.96     36.34     35.91     36.64     36.40     37.19     37.37     

35～39歳 22.53     22.78     23.39     22.31     23.14     22.03     21.94     

40歳以上 6.02      5.83      6.06      5.82      5.91      5.83      6.12      

表１　年齢階級別支給件数の構成割合の推移
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１件当たり日数の平均は 83.92 日であり、適用種別別にみると、強制適用が 83.92 日、任意適用が

83.68 日となっている。また、１件当たり金額の平均は 446,216 円であり、適用種別別にみると、強制

適用が 446,414 円、任意適用が 431,317 円となっている。（表２） 

  

 

２． 事業所の業態、規模別の支給状況 

事業所の業態別に出産手当金の件数の構成割合をみると、医療業・保健衛生（20.46％）、社会保険・

社会福祉・介護事業（18.21％）、職業紹介・労働者派遣業（7.29％）が高くなっており、この３業態で

件数割合の約 46％を占めている。また、出産手当金の件数の構成割合を被保険者（女性）の業態別の構

成割合と比較すると、医療業・保健衛生、教育・学習支援業、対個人サービス業は出産手当金の件数構

成割合が高く、一方、飲食料品小売業、食料品・たばこ製造業、その他の対事業所サービス業は低くな

っている。（分析表第２表） 

業態の大分類別に被保険者（女性）千人当たり件数をみたものが図２である。教育・学習支援業、

生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉業が高く、一方、公務、農林水産業、運輸・郵便業は低く

なっている。 

 被保険者（女性）千人当たり件数を事業所の規模別にみると、件数の構成割合では 500 人以上の規模

が 23.35％で最も高く、次いで 100～299 人（18.81％）、50～99 人（11.94％）となっている。（表３） 
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注：本調査では令和５年 10 月中に支払となった出産手当金（多くは令和５年 10 月以前の産前産後期間について申請されたもの）を調

査対象とし、被保険者（女性）千人当たり件数は令和５年 10 月末時点の被保険者数（女性）に対する出産手当金の件数である。 
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３． 標準報酬等級別の支給状況 

 出産手当金の支給件数について標準報酬等級別の構成割合をみると、18 級（220 千円）が 13.38％で

最も高くなっている。被保険者（女性）の標準報酬等級別の分布と比較すると図３のようになり、出産

手当金の受給者は、15 級（180 千円）から 21 級（280 千円）が被保険者（女性）より高くなっている。

（分析表第 4 表） 

 

 

４． 支給日数別の支給状況 

 支給日数別の件数の割合をみると、61 日以上に該当する受給者で 82.45％を占めている。また、1 日

当たりの金額についても、61 日以上が 5,330 円と最も高くなっている。（表 4） 
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５． 都道府県別の支給状況 

 都道府県別の支給状況をみると、件数の構成割合では東京が 19.36％を占めていて最も高く、次いで

大阪（8.95％）、愛知（5.67％）、福岡（5.41％）、兵庫（3.73％）の順となっている。 

 被保険者（女性）千人当たり件数を都道府県別に比較すると、沖縄（3.299 件）、宮崎（2.279 件）、福

井（2.129 件）が高く、一方、北海道（1.172 件）、秋田（1.373 件）、岐阜（1.428 件）は低くなってい

る。 

 平均支給期間をみると、長いのは徳島（87.97 日）、栃木（87.68 日）、群馬（87.47 日）などであり、

短いのは鳥取（68.27 日）、宮崎（72.74 日）、島根（72.86 日）などとなっている。 

 全受給者に対する資格喪失者の割合は、高知（1.94％）、滋賀（1.92％）、秋田（1.77％）の順で高く

なっており、岩手、宮城、福島、栃木、富山、石川、福井、山梨、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、

香川の 14 県は、0.00％と低くなっている。（表 5） 
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